（第十条第第三項第一号関係：信用協同組合用）

適格機関投資家に関する届出書

提出日　　　　　年　　月　　日

金融庁長官殿
（経由　　　　財務（支）局長）

届出者
名  　　　　　　  称　　　　　　　　　　　　　　
代表者の役職氏名　　　　　　　　　　　　　　
連絡先

金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令（平成５年大蔵省令第14号）第10条第１項第９号に該当するため、同条第３項第１号の規定により適格機関投資家に関する届出を行います。

１．名称


２．代表者の役職名及び氏名


３．本店又は主たる事務所の所在地


４．適格機関投資家の種別　　
第一項第九号該当





